
乳児等通園支援事業

こども誰でも通園制度について

Ｒ８年度スタート「子ども・子育て支援金制度」

☞ 少子化対策のための特定財源。

☞ 全世代・全経済主体から医療保険料と合わせて拠出される

☞ 子ども・子育て支援金の使い道（６つの項目以外には使うことができない仕組み）

①児童手当（高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額）

②妊婦のための支援給付（妊娠・出産時の10万円給付金）

③こども誰でも通園制度（乳児等のための支援給付）

④出生後休業支援給付（育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間)）

⑤育児時短就業給付（時短勤務中の賃金の10％支給）

⑥国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置

資料５
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こども家庭庁ホームページより
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こども誰でも通園制度について

○こども誰でも通園制度とは？
こどもにとって、快適で良質な成育環境を整えることで、全てのこども

たちの健やかな育ちを支援するとともに、全ての子育て家庭に対して、保

護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化す

るため創設された制度。

保育所等に通っていない
０歳６ヶ月～満３歳未満の子ども

月１０時間の枠内で時間単位で
柔軟に利用可能

１時間：３００円（国の標準金額）

※世帯状況により減免制度があります

保育園、認定こども園等

実施について意向を確認中
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こども誰でも通園制度について

○こども誰でも通園制度を利用すると．．．

こどもにとって
・家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が体験できる。

・専門的な知識を持つ人がいる場で遊び等の経験を通じて、ものや人への興味や

関心が広がり成長できる。

・年齢の近いこどもとの関わりにより、成長発達に資する豊かな経験ができる。

保護者にとって
・地域の子育て支援等につながる契機となり、様々な情報や人とのつな

がりが広がり、保護者が社会的資源を活用しやすくなる。

・専門的な知識を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、

不安感等の解消につながる。

・月に一定時間でも、こどもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する

負担感の軽減につながる。
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こども誰でも通園制度について

○一時預かりとの違いについて
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こども誰でも通園制度について

○利用の流れ

利用申請
市に利用申請を行い、
認定をうける。
支援システムにお子さ
まの情報を登録をする。

STEP1

施設を探す

利用したい施設を探す。

STEP2

初回面談

利用する施設と面談を実
施。

STEP3

利用する

施設の空き状況を確認
して予約を入れ、利用
する。

STEP4
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こども誰でも通園制度について

○今後の予定

令和７年度９月：法人立保育園等に説明＆実施希望調査
12月：関係条例提出

12月～2月：施設からの確認受付・審査開始

令和８年度 こども誰でも通園制度を本格実施
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